様式第１号（第５条関係）
　　年　　月　　日　

　射水市長　　宛

申請者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　
氏　　名　　　　　　　　　　　　　　
電話番号　　　　　　　　　　　　　　


射水市結婚新生活支援事業補助金交付申請書

　射水市結婚新生活支援事業補助金の交付を受けたいので、射水市結婚新生活支援事業補助金交付要綱第５条の規定により関係書類を添えて申請します。
　なお、世帯の戸籍情報及び住民登録情報並びに市税等の納付状況に関する情報について、射水市結婚新生活支援事業補助金の交付に関して必要な範囲で取得することに同意します。

	婚　姻　日
	年　　　月　　　日

	新婚世帯
	氏　　名
	（夫）
	（妻）

	
	生年月日
	　　年　　月　　日（　　歳）
	　　年　　月　　日（　　歳）

	
	新居への住民登録年月日
	　　　年　　　月　　　日
	　　　年　　　月　　　日

	所得等
	所得金額（ａ）
	円
	円

	
	貸与型奨学金返済額（ｂ）
	円
	円

	
	差引金額（ａ－ｂ）
	円
	円

	
	世帯の合計金額
	円

	補助申請額
上限額：夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の場合は60万円、それ以外は30万円
	円
（1,000円未満切り捨て）　




補助対象経費の内訳
	[bookmark: _Hlk224917323]住居費
	契約締結年月日
	　　　年　　　月　　　日

	
	家賃
	①家　　　賃　　月額　　　　　　　　　　　　　　円
②住宅手当等　　月額　　　　　　　　　　　　　　円
③差引金額（①－②）　　　　　　　　　　　　　　円
④対象期間　　　　か月（　　年　　月～　　年　　月）
③×④　＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

	
	敷金
	円

	
	礼金
	円

	
	共益費
	円

	
	仲介手数料
	円

	
	小計（Ａ）
	円

	リフォーム費用
	リフォーム日
	　　　年　　　月　　　日

	
	リフォームの内容
	

	
	契約金額（Ｂ）
	円

	引越費用
	引越日
	　　　年　　　月　　　日

	
	費用（Ｃ）
	円

	合計　（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）
上限額：夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の場合は60万円、それ以外は30万円
	円



（添付書類）
□ 婚姻届の受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
□ 世帯全員の住民票の写し
□ 世帯全員の直近の所得証明書
□ 貸与型奨学金の返済額がわかる書類（夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金を返済している場合）
□ 賃貸借契約書の写し等住居費が分かる書類（住居費に係る補助を申請する場合）
□ 世帯全員の住宅手当等の支給状況を確認できる書類（住居費に係る補助を申請する場合）
□ リフォーム工事の工事請負契約書又は請書の写し（リフォーム費用に係る補助を申請する場合）
□ 引越費用が分かる書類（引越費用に係る補助を申請する場合）
[bookmark: _GoBack]□ 誓約書
□ その他市長が必要と認める書類（市が指定する支援プログラムを実施したことを確認できる書類、振込先の預金通帳等の写し及び口座振込登録（変更）申請書、アンケート）
